
水稲 (梗)「五百川」の奨励品種指定について

1.来歴
。「五百川」は、平成 15年に福島県の農家がコシヒカ リの突然変異種 として発見 し、

8年間の育種を経て平成 22年に品種登録 された。
。平成 23年、北杜市の農地保有適格法人 「 (株)こぴっと」が 「五百川」の品種育成

権者から種苗の利用許諾を受けて栽培を開始 した。

・平成 27年、農産物検査法の農産物検査規格に定める産地品種銘柄への指定について

(株)こ ぴっとが申請者、」A梨北が検査機関として国に指定申請を行い、審査会を

経て、本県の産地品種銘柄に追加 された。

・県は、総合農業技術センターにおいて、平成 27年から平成 30年まで、コシヒカ リ

を対照として、地域適応性及び栽培技術を検討 した。

2.系譜

コシヒカ リの突然変異種

3.特性の概要
「コシヒカ リ」と比較 して次の特性を有する。

(1)形態的特性

①稗長は短 く、耐倒伏性は同等。

②草型は中間型で葉が直立 し、受光体制が良好である。

(2)生態的特性

①出穂期、成熟期は「コシヒカリ」よりも2～ 3週間程度早い。

②千粒重は「コシヒカリ」より小さいやや小粒で、精玄米重は 5～ 20%小さい。

③高温登熟性は「コシヒカリ」と同等で、耐冷性は同等である。

(3)品質

①整粒害J合は「コシヒカリ」と同等で、玄米タンパク質含有率は、やや高い。

② 炊飯米の光沢、外観 (白 さ)と 味が優れ 「コシヒカリ」と同等である。

4.奨励品種に指定する理由

収量は、「コシヒカリ」より劣るが、整粒害1合が高く外観品質に優れ、食味も良好
である。

極早生品種として、 「コシヒカリ」よりも2～ 3週間早く収穫が可能なことから、
「コシヒカリ」など既存品種との作期分散が可能であり、作付拡大や農業用機械、施

設の高度利用が図られ、特に大規模生産に取り組む農業者等において、今後作付けの

増加が見込まれることから指定する。
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山梨県農作物奨励品種の指定 (山梨県告示第  号)(案 )

種 類 区 分 品 種 名 摘 要

水  稲

(糎 )

特定品種 五百川 早生

中間型

平坦地帯から中間地帯

に適する。     .

を力日える。

(参考 )

○五百川の本県生産状況 (平成 30年 )

栽培面積 :19.5ha
内、北杜市 :15.9ha(2法 人、10農業者)、 中央市 :2.Oha(1法人)、

富士吉田市 :0.9ha(1農業者)、 市川三郷町 :0.3ha(1農業者)、

甲府市 :0.2ha(1農業者 )、 南部町 :0.2ha(1農 業者 )

※北杜市 「こぴっと」栽培面積 :7.4ha

O五百川の種苗使用許諾について

県内で 「五百川」育成権者から種苗使用の許諾を得ているのは、 (株)こ ぴっと、

(株)吉字屋穀店、富士吉田市・堀内氏 (個人農業者)の 3者である。

(株)こぴつと、堀内氏以外の生産に用いる種子は、 (株)吉字屋穀店が販売する。
「五百川」の種子は、育成権者から毎年購入する必要がある。

○五百り||の販売について

(株)こ ぴつとは、自社で都内米穀店を中心に販売 している。

堀内氏は、笹一酒造 (株)の酒造用かけ米として販売するほか、食用 として自主販売

を行つている。

(株)吉字屋穀店は、販売 した種子から生産される五百川を全量買い取 りして、主に
「いちやまマー ト」で山梨県産 「五百川」として販売 している。
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[成 果情報名 ]水 稲糎極早生品種「五百川」の特性と早期出荷が可能な移植時期

[要 約 ]「 五百川」は“極早生 "の梗品種で、コシヒカリ に比べ収量は少ないものの、外観品質や食

味は同等である。 コシヒカリ よりも 2～ 3週 間 早く収穫できるため、県内の平坦地～中間地の

大規模生産組織において作期の分散と早期の出荷が可能である。

[担 当]山 梨県総合農業技術セ ンター・栽培部 。作物特作科 。上野直也

[分 類 ]技 術・普及

[背 景・ねらい]

県内における主食用米水稲品種はコシヒカリの作付割合が 7割 を占め、大規模生産組織では

収穫時の作業競合が問題 となっている。また、流通・販売実需者においては県産コシヒカリが

流通する 10月 よりも前に出荷が可能な良食味品種が求められてお り、極早生品種「五百川」の

作付けが拡大 している。 しかし、生産場所や年次により品質の低下が問題 となっている。そこ

で 「五百川」の特性 と安定栽培が可能な条件について明らかにする。

[成 果の内容・特徴 ]

1.「五百川」は福 島県の鈴木氏によ り、 コシヒカ リの栽培圃場か ら選抜 。固定 された民

間育成品種で、2010年 に品種登録 された。

2.成 熟期 はコシヒカ リよ りも 2～ 3週 間程度早 くコイ ヒメと同程度の “極早生"で 、

早期の出荷が可能である。稗長はコシヒカ リよりも短 くコイ ヒメと同程度の “短稗 "

であるが、稗質が弱 く倒伏程度はコシヒカ リと同等である。穂数 はコシヒカ リと同

程度の “中間型"で ある (表 1)。

3.千粒重はコシ ヒカ リよ りも小 さい “やや小粒 "で 、収量はコシヒカ リに比べ本所で

20%、 岳麓では5%少収である。玄米タンパ ク質含有率はやや高い (表 1)。

4.食 味はコシヒカ リと同様 に優れる (図 1)。

5.高 温時における整粒割合 はコシヒカ リと同等で、高温耐性 は “中"で ある (図 2)。

1等 の下限お よび2等 の下限である整粒割合70%お よび60%を 確保す るためには、出

穂後 30日 間の 日平均気温がそれぞれ 26.5℃ 以下お よび27.5℃ 以下 となるよ うに作付

けする必要がある。

6.五 百川 の移植時期は、過去の気象条件か ら算出 した高温障害や障害型冷害の遭遇程

度、コシ ヒカ リとの収穫時期の差か ら、甲府 (275m)で は4月 下旬～ 5月 上旬、武川

(標 高500m)、 長坂 (標 高700m)で は5月 上 。中旬が適当と考えられた (表 2)。

[成 果の活用上の留意点 ]

1.県 内平坦地～中間地の大規模生産組織を対象に普及す る。

2.種子供給は農協が窓 口とな り、県内の米卸業者 を通 じ育成者か ら購入可能である。

3.倒伏 しやすいため、施肥はコシヒカ リに準 じて行 う。

4.い もち病の抵抗性は コシヒカ リ並に弱いため、適切な防除体系で栽培す る。

5.熟期が周辺圃場 よりも早いため、団地化を図るとともに鳥害対策を行 う。

6.障 害型冷害の被害を回避す るため、低温の予測があった場合 には、減数分裂期か ら

穂 ばらみ期において深水管理等の対策 を行 う。

[期 待される効果 ]

1. 早期出荷が可能で、中生・晩生品種の補完品種 として県内での栽培が期待 される。
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[具体的データ]

表 1五百川の栽培特性

場 所 品種

出穂期 成熟期

(月 日) (月 日)

稗長 穂長  穂数

(cm)  (cm)  (Jヽ /ポ ) I)瘍 珀溝)湧
本所 五百川 723    8.25   715   16.6     394     500     82   207    06

コシヒカリ(対照) 8.05  9.15 89.9 18.4  378  612 100 23.3 1.3
コイヒメ(比較)  7.25  8.28 76.7 17.7  396  525  86 22.6 0.1

３

　

７

　

８

岳麓 五百川 7.30    9.11   74.4  16.3     399     570     95   21.8    2.2

コシヒカリ(対照) 8.09  9.24 84.4 17.5  389  603  100 22.9  1.9
コイヒメ(比較)  7.31  9.11 73.2 16.4  385  609 101 235 0.6

１

　

９

　

１

2015～ 2018年に技術センター本所(6月 1半旬移植 基肥 :N― P205~K20:5-5-5、 追肥 :N― K20:2-2 kg/10a)
2016～ 2018年に岳麓試験地(5月 6半旬移植 基肥 :N― P205~K20:8-8-8、 追肥 :N‐ K20:2‐ 2 kg/10a)で 実施
z)倒伏程度 :0(無 )～ 5(甚 )の 6段階評価  y)玄米タンパク質含有率 :食味計 (サタケ社製 RLTA10A)で 測定

柔らかさ 外観

―― 五百川

―― ‐コシヒカリ

香り

100

０

　

　

０

　

　

０

６

　

　

４

　

　

２

（Ｓ
）ぐ
雨
早
副

味

図 1五 百川の食味

z)試験年次は表 1と同様 7回の食味試験の平均値
y)コイヒメの食味評価を0とした場合の相対値を示す
x)評価基準は-3～ +3までの7段階評価

20     22     24     26     28     30
出穂後30日 間日平均気温 (CC)

図 2出 穂後の気温と整粒割合の関係

z)試験年次は表 1と同様
2018年 の作期試験(4/20′ 5/11′ 6/21移植)を含む

y)整粒割合 :穀粒判別器 (サタケ社製 RGQ120A)で 測定

表 2産 地および移植時期別の高温障害と障害型冷害への遭遇の危険性とヨシヒカリとの出穂期の差

産地・移植時期  平坦地 (甲 府 :標高275m) 中間地 (武川 :標高500m)  中間地 (長坂 :標高700m)

4/1  4/11 4/21  5/1  5/11   4/11 4/21  5/1  5/11 5/21   4/21  5/1  5/11 5/21 5/31

■五百川  R2=0688

△コシヒカリ R2=0771

oコ イヒメ  RZ=085C

高温障害
Z)○  ○  △  △  X

障害型冷害
y)x  x △  ◎  ◎

◎

　

◎

◎

　

◎

◎

　

◎

◎

　

◎

◎

　

○

◎

　

◎

◎

　

◎

◎

　

◎

◎

　

○

◎

　

△

礁島耀
つ◎ ◎◎ ◎ ◎

(五百川出穂期)6/206/246/27 7/1 7/6

◎

7/7

◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ △

7/9  7/12 7/15 7/19   7/15 7/17 7/20 7/24 7/29

z)過去 20年間(1999～ 2018年 )において 出穂後 30日 間の日平均気温が26.5℃ 以上(整粒割合 70%:1等の下限)

となる年の割合で評価 10%以下は◎、11～ 21%は〇、21～ 50%は△、51%以上は×

つ眼群職眠耐鑑獣煤ぶ勇劃訛:話『ご鋼?警雹ぷ鸞g習昴属
連
で翫i早『ξ瓦岬層励層[ギ

21-50%は△、51%以上は×

x)五百川およびコシヒカリ」の出穂期は過去 20年間の平均値 堀江・中川(1990)の モデリレを用い アメグス観測点のデータを使用

して算出 5/21移植のコシヒカリとの出穂期の差で評イ面 20日以上は◎、15～ 19日は〇、14日以下は△

[そ の他 ]

研究課題名 :水稲品種の比較試験

予算区分 :県単
研究期間 :2015～ 2018年度

研究担当者 :上野直也、向山雄大、石井利幸、志村貴大、渡辺淳
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山梨県農作物奨励品種指定規程

昭和三十四年八月二十 日

山梨県告示第二百二十七号

山梨県農作物奨励品種指定規程を次のように定める。

山梨県農作物奨励品種指定規程

(目 的)

第一条 この規程は、農作物の奨励品種を指定し、農作物生産の向上と品質の改善を図 り、もつて農家経済の安

定に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程で農作物 とは、稲、麦、雑穀、いも類、そ菜、果樹、特用作物その他知事が指定する作物をい

う。

2 この規程で奨励品種とは、県が普及 しようとする農作物の優良な品種であつて次の基準によつて区分し

た推奨品種、優良品種及び特定品種の三種類をい う。

一 推奨品種 県で行つた試験の結果その成績が優秀で、県が種苗の生産配付等の増殖措置を行い広く

普及奨励 しようとするもの

二 優良品種 推奨品種 としては更に試験を継続する必要のある優良な品種又は他県その他の試験研

究機関の成績が特に優秀で本県にも好適すると認められる品種で、農家の品種選択の目安として推奨

しようとするもの

三 特定品種 栽培上特定の地域に限定されるもの、特定の用途のため普及 しようとするもの文は特定

の条件を付けたもの

(指定)

第二条 知事は、試験研究機関その他において育成されたもので県が行なう栽培適否試験又はこれに準ずる試験

等の成績が優秀な品種につき適当と認めたものを奨励品種として指定する。

(取消)

第四条 知事は、指定した奨励品種が次の各号の一に該当するときは、指定を取 り消すことがある。

一 他に優良な進品種が育成されたとき。

二 奨励品種の特性中に劣悪な点が発見されたとき。

三 その他普及奨励を不適当と認めたとき。

(意見聴取)

第五条 知事は、前二条の指定及び取消に当つては、試験研究機関、関係機関、学識経験者等の意見を聴 くもの

とする。

(公示)

第六条 知事は、奨励品種を指定し、又は取 り消 したときは、当該農作物の種類、品種等栽培上に関し必要な事

項を公示するものとする。

附 貝J

l この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程公布の際現に奨励品種に指定されているものは、この規程によりそれぞれ指定されたもの

1
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山梨県農作物奨励 品種指定事務処理要領

(目 的)

第 1 山梨県農作物奨励品種指定規程 (昭和 34年 8月 20日 告示第 227号 、以下 「規

程」とい う。)に よる奨励品種の指定に係る事務について、この要領により実施するも

のとする。

(発意 )

第 2 規程第 3条 により奨励品種 として指定を受けたい者 (農業者の組織す る団体の代表

者、農業団体、市町村、農政部出先機関、行政各課等)は、奨励品種指定試験研究要

請書 (様式第 1号)を作成の うえ、次の区分により関係各課に提出する。

①主要農作物、花き等については、花き農水産課

②果樹、そ菜類等については、果樹・ 6次産業振興課

③飼料作物については、畜産課

2 書類の提出を受けた関係各課は、要請理由を確認の うえ妥当と判断 した場合は、

これを受理 し、意見を添えて、農業技術課に毎年 5月 末 日までに要請を行 う。

3 規程第 4条により奨励品種 としての指定の取 り消 しを受けたい者 (農業者の組織

する団体の代表者、農業団体、市町村、農政部出先機関、行政各課等)は、奨励品種

指定取消要請書 (様式第 2号)を作成のうえ、関係各課に提出する。書類の提出を受

けた関係各課は、要請理由を確認の うえ妥当と判断 した場合は、これを受理 し、意見

を添えて、農業関係試験研究連絡会議 (農業技術課)へ提出する。

4 第 1項及び前項による発意を行政各課が自ら行 う場合は、様式第 1号及び第 2

号の経由課の意見は理由をもって代えるものとする。

5 本要領第 3第 3項の試験研究機関の研究成果をふまえ、奨励品種 として指定を受

けたい者 (農業者の組織する団体の代表者、農業団体、市町村、農政部出先機関、行

政各課等)は、奨励品種指定要請書 (様式第 3号)に より農業関係試験研究連絡会議

へ要請を行 う。

(試験研究 )

第 3 試験研究機関は、内部検討において奨励品種指定試験研究が可能 と判断 した要請に

ついては規程第 3条 による栽培適否試験及びこれに準 じる試験等を行 う。

2 試験研究機関は、作物 ごとに基礎データの収集できる期間を設定 し、実施するも

のとする。
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3 試験研究機関においては、研究成果を農業技術課所管の農業関係試験研究連絡会

議へ提出する。

(提案)

第4 奨励品種指定要請書及び指定取消要請書の提出を受けて、関係各課は、奨励品種の指

定すべきもの及び取り消すものの検討・評価を農業関係試験研究連絡会議において行

うこととする。

2 農業関係試験研究連絡会議での説明は、現在の奨励品種及び指定。取消提案につい

ては関係各課が行い、試験研究結果の発表については、試験研究機関が行 うことと

し、併せて説明資料を作成することとする。

3 関係各課は、農業関係試験研究連絡会議の結果をふまえ、奨励品種指定及び取消提

案書 (様式第4号)を作成する。

(具体的審査)

第5 奨励品種指定 。取消提案書 (様式第 4号)を作成した関係各課は、具体的審査を行う

審査会及び検討幹事会を毎年組織し、検討・意見聴取等を行い、規程第 3条の指定及び

第 4条の取消の審査を行う。作物別審査は次の各部会により運営する。

①主要農作物等部会 ・・・・・・花き農水産課

②そ菜類等部会 ・・ 。・・ 。・・果樹・6次産業振興課

③果樹部会 ・・ も。・ .....果 樹・6次産業振興課

④飼料作物部会 ・・・・・・・・畜産課

⑤花き部会 ・・・・ 。・・・・・花き農水産課

なお、飼料作物については、飼料作物優良品種種子利用促進要領 (平成 2年 10

月 1日 農林水産省畜産局長通知)に よる山梨県飼料作物奨励品種選定協議会を飼料

作物部会と見なし、所定の審査を行う。

2 関係各課は組織された審査会及び検討幹事会の名簿 (様式第 5号)を作成し、毎

年4月 20日 までに花き農水産課へ提出するものとする。

(公示案の作成)

第6 具体的審査を行つた関係各課は、公示案を作成し、私学文書課法制 。訟務担当と事前

打ち合わせのうえ、研究結果及び審議結果等を添付し、2月 末日までに花き農水産課農

産食糧担当へ送付する。
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(指定 。公示 )

第 7 第 6に より送付を受けた花き農水産課は公示手続きを行い、手続き終了後、関係各

部会の所属する関係各課に報告する。

2 報告を受けた関係各課は、奨励品種指定試験研究要請者等関係者に通知する。

(そ の他 )

第 8 この要領に規定された事務処理に疑義が生 じた場合は、果樹・ 6次産業振興課、畜

産課、花き農水産課及び農業技術課で協議 し、決定する。

附則

`。 この要領は、平成 7年 4月 3日 より施行する。

。 この要領の施行前に、奨励品種指定手続きを行っているものについては、この要領に

基づき処理 されたものとみなす。

。 平成 9年 4月 1日 一部改正

・ 平成 15年 7月 31日 一部改正

。 平成 18年 2月  1日 一部改正

。 平成 18年 4月  3日 一部改正

。 平成 19年 4月  3日 一部改正

。 平成 28年 3月 11日 一部改正

・ 平成 29年 3月 17日 一部改正
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山梨県農作物奨励品種主要農作物等検討幹事会へのご意見

所 属   農業技術課

役 職

氏 名

検討対象  水稲 (梗) 五百川 (ごひゃくがわ )

山梨県農作物奨励品種に指定すべきものとしての適否 (適) 否

(適または否に○をつけてください )

ご意見

本品種は、コシヒカリに比べて平坦地で 20%、 高冷地で 5%収量が劣 り、成熟

期は2～ 3週間程度早く、倒伏程度も同笠oあ る。          ___

このため、コシヒカリと同程度の価格で取り引きされた場合に普及対象となる

のは、栽培面積の拡大や既存品種との作期分散、農業用機械を効率的!こ使 うこと

が必要となる大規模生産に取り組む農業者や、食味を重視する自家消費者などに

限定されることに留意されたい。

返信先 山梨県農政部花 き農水産課

FAX番 号 :055-223-1609

メールア ドレス :kakinousui@pref.yamanashi。 lg.jp
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所 属 耕地課

山梨県農作物奨励品種に指定すべきものの評価について

技術指導監    氏名  浅川 一輝

指定品種名  水稲 (梗) 五百川 (ごひゃくがわ)

山梨県農作物奨励品種に指定すべきものとしての適否

(適 または否に○をつけてください )

① 否

否の場合、否 とする理由

《参考意見》

極早生品種 「五百り||」 の移植時期はコシヒカ リ等に比較 し、早期であると認

識 してお りますが、併せて代掻き期 も前倒 しされることにより、その用水を確

保するため、河り||な どか らの取水を前倒 しする可能性が考えられます。

_栽培地域や栽培規模にもよりますが、河川から取水している地域においては

その水利権が許可水利権または慣行水利権にかかわらず、期別の許可取水量や

届け出取水量を上回ることのないよう考慮する必要があり、早生品種を新たに

栽培する地域や規模拡大に伴 う取水時期の前倒 しや取丞量の増量などは慎重に

行 うことが重要です。

_二五k地域内において作期を分散することにより、現行の取水 ピークが分散

され、地域内の用水が安定的に供給される効果も期待できます。

以上のことから、新たな奨励品目の指定に伴う栽培の推進につきましては、

栽培地域の農業用水の実態を踏まえつつ適切な指導助言をお願いします。
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